
教 育 委 員 会 会 議 録 

                令和３年５月１３日（木） 

１ 議事日程 

 別紙のとおり 

２ 出席した委員等 

長谷川洋教育長、伊藤志のぶ委員、佐々憲一委員、塩谷育代委員、岡田豊委員 

度秀子委員 

３ 出席した職員 

横井英行事務局長、稲垣直樹次長兼管理部長、小島寿文学習教育部長 

稲垣宏恭教育管理監、加藤文彦総合教育センター所長、高橋亮太総務課長 

伊藤尚巳教育企画課長、小清水義晃財務施設課長、坂川智教職員課長 

柴田英昭福利課長、大道伊津栄生涯学習課長、栗木晴久高等学校教育課長 

伊藤孝明義務教育課長、小林紀彦特別支援教育課長、岩田政久保健体育課長 

中島幸一高校改革室長、佐藤孝総務課担当課長、石川陽子総務課課長補佐 

４ 前回会議録の承認 

長谷川教育長が各委員に諮り、前回の会議録は承認された。 

５ 教育長報告 

   な  し 

６ 請願 

  請願第３号 一斉に、禁煙教育の実施、および「禁煙」等を求める請願。 

    長谷川教育長が各委員に諮り、「賛成者少数」により本請願は不採択とされた。 

   〔委員の主な意見及び事務局の説明〕 

    （伊藤委員） 

      禁煙教育は実感を持って伝わるようにという請願者からの指摘であったが、

現状は喫煙に関しての教育はどのようになっているか。 

    （岩田保健体育課長） 

      喫煙とその健康影響に関する内容は、学習指導要領により、小学校から  

中学校、高等学校まで系統立てて学ぶことになっており、それぞれ、教科  

「体育」・教科「保健体育」の中の保健領域や保健分野、科目「保健」で取り

扱っている。 

また、学ぶ時期については、いずれの校種においても、より深い学びに  

つながるように、各学校の実情に応じて年間指導計画に位置付けられている。 

午後１時３０分 開会 

午後１時５５分 閉会 



（岡田委員） 

      三次喫煙は、被害が明らかに検証された段階で対応すべきであるが、現段

階においては、三次喫煙の影響について認識を深め、教職員の自覚に訴える

ことしかないと思う。 

      ただ、別の観点から、喫煙者への意識改革を求めたい。現在喫煙者は、   

男女合わせて２０％ほどと言われている。喫煙者に対して職場では、不平等

である、たばこという嗜好品が勤務時間中でも許されるのであれば非喫煙者

にも同じだけ自由時間を与えるべきであるなどという声が上がっている。 

喫煙者に特権が与えられていることは良いはずがない。たばこが健康を阻害

していることを認識すべきである。せっかくの禁煙週間であるので、喫煙者

の意識改革を求める週間であっても良いのではないかと思う。 

７ 議案 

  第１２号議案 令和３年度愛知県立高等学校秋季入学者募集について 

栗木高等学校教育課長が、令和３年度愛知県立城北つばさ高等学校秋季入学者

選抜を実施するに当たって、入学者募集要項を定める必要があるため請議。 

長谷川教育長が各委員に諮り、全員一致により原案どおり可決された。 

第１３号議案 令和４年度愛知県立高等学校専攻科入学者募集について 

栗木高等学校教育課長が、令和４年度愛知県立高等学校専攻科入学者選抜を 

実施するに当たって、入学者募集要項を定める必要があるため請議。 

長谷川教育長が各委員に諮り、全員一致により原案どおり可決された。 

第１４号議案 令和４年度使用義務教育諸学校教科用図書の採択基準について 

伊藤義務教育課長が、令和４年度使用義務教育諸学校教科用図書の採択基準に

ついて請議。 

長谷川教育長が各委員に諮り、全員一致により原案どおり可決された。 

〔委員の主な意見及び事務局の説明〕 

    （伊藤委員） 

      「新しい歴史教科書」以外の点で従来から変更されたことなどはあるか。 

    （伊藤義務教育課長） 

      「新しい歴史教科書」について追記した部分以外の変更はない。 

（岡田委員） 

  自由社の歴史教科書が検定合格したという話であり、かつての歴史教科書

問題の再燃が予感される。当時を思い浮かべると暗黙の圧力のようなものも

あったように思えるが、今はそういった動きはあるのか。 

（伊藤義務教育課長） 

  採択地区で今年度に入ってから新たな動きがあった等は聞いていない。 

県で選定資料作成のための調査研究を行い、その選定資料で採択地区協議会

において検討してもらう。 



８ 協議題 

  長谷川教育長が各委員に諮り、協議題（１）令和３年度教育委員会所管５月補正  

予算（案）について及び協議題（２）訴えの提起については、地方教育行政の組織   

及び運営に関する法律第２９条に基づく事前協議であるため、非公開において協議 

することとした。 

（１）  令和３年度教育委員会所管５月補正予算（案）について 

非公開において協議されたため、愛知県教育委員会会議規則第１４条第３項 

    の規定により、会議録は別途作成。 

（２） 訴えの提起について 

非公開において協議されたため、愛知県教育委員会会議規則第１４条第３項 

    の規定により、会議録は別途作成。 

９ その他 

な  し 

10 特記事項 

（１） 長谷川教育長が今回の会議録署名人として塩谷委員を指名した。 

（２） 宮崎邦彦氏から、一斉に、禁煙教育の実施、および「禁煙」等を求める請願。

について、口頭陳述したい旨の申出があり、長谷川教育長が、前回会議録の

承認後、５分以内に限り口頭陳述することを許可した。 

（３） 傍聴人 ３名 


